
 （１日目） ６月１６日（火） 午前９時３０分から 　

質問順 質問議員 質問事項 答弁を求める者

1 大山由郎 薬物乱用防止教育を徹底せよ 町長・教育長

2 門脇敎蔵 多可町白川教育生活支援基金について 町長

多可町生涯大学多可学園の生徒に送迎を 町長

3 廣畑幸子
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言解除後の小中
学校等の現場の状況または対応は

教育長

中学校での「デートDV防止授業」を開催すべき 町長・教育長

4 門脇保文 暮らしの中の放射線被ばく 町長・教育長

新焼却炉建設は「計画の見直し」
エネルギー利活用の観点から見た結果

町長

5 橋尾哲夫 播磨看護専門学校の民間移行の再考について 町長

いじめ再調査報告書公開後の取組について 教育長

ごみ焼却炉新建設後の運搬費について 町長

6 山口邦政 公共施設撤去費用の基金積立てをすべき 町長

町有財産の賃貸料は適正な価格となっているのか 町長

7 藤本一昭 アフターコロナの災害時の避難対応について 町長

地域商社の目的と事業展開について 町長

第2期多可町総合戦略で20年先の活力ある多可町を目指し
て

町長

質問順 質問議員 質問事項 答弁を求める者

8 清水俊博
多可町自治体クラウドの現状、課題及び導入効果の拡大の
為、他自治体との共同化等その具体策を問う

町長

太陽光発電施設における事業終了時の部材撤去等その適
正化を図るため、条例改正等所信を問う

町長

新型コロナ禍への対応最中、集中豪雨等災害多発の時期を
迎えます。避難場所等その安全確保策を伺う

町長

9 加門寬治
町有財産を無償貸付している場合に、火災保険料等を町が
負担するのは如何なものでしょうか

町長

10 笹倉政芳 難局を共に乗り切ろう 町長

11 市位裕文 春蘭荘の今後と代替施設 町長

12 酒井洋子 住み続けられるまち多可町を 町長

子育て支援をもっと広げるために 町長

コロナ禍で変わる教育現場の現状の把握は 教育長

13 日原茂樹 情報セキュリティ対策は万全か 町長

オンライン教育の現状と課題を問う 教育長

令和２年 第９８回多可町議会定例会　一般質問

　（２日目） ６月１７日（水） 午前９時３０分から





質 問 の 内 容 
 

 

近年、覚せい剤・大麻・危険ドラッグ等の違法薬物の乱用が全国

的に拡大し、特に芸能界そして若年層における薬物乱用の広がりは

深刻である。若者・子どもたちを「薬物乱用」から守ることは喫緊

の課題であり、学校における薬物乱用防止教育の充実が求められる。

また、広く住民にも薬物乱用防止の啓発・教育の徹底が必要である。 

 

 

①学校における薬物乱用防止教育において、再三提案される意見は

「個別指導にすればよい」というものである。しかし、これはあま

りに現実検討を欠いた意見である。著名な精神科医が、これまで数

多くの中学生・高校生を対象とした薬物乱用防止講演を行い、そし

て、講演終了後には必ず飲酒・喫煙や自傷行為の経験等、無記名の

アンケート調査をしてきた。その結果はいつも同じで「約１割の生

徒がリストカットなどの自傷経験があり、その１割の生徒は早くか

ら飲酒・喫煙を経験し、身近に薬物とアクセスしやすい交友関係を

持っていた。これだけでも、この生徒たちが薬物乱用ハイリスク群

であるとわかるのである」と報告している。その報告を参考にして、

例えば全校生徒が３００名の学校の場合には、３０名の生徒が「個

別指導」の対象になるわけだが、これだけの数の生徒に対して、一

体だれが、何を、どう教育するのか「個別指導」は非現実的である。

個別的対応などではなく、むしろ生徒全体に対する薬物乱用教育の

スタンスを少し改良し、地域や学校といった生活の場のなかで、全

体の問題として捉えるべきである。薬物乱用防止教育の基本的な考

え方はどうか。 

②薬物乱用の健康への影響や社会的に引き起こされる問題につい

て、正しい認識・判断力などの能力を育てる事が重要である。また、 

心身の発育・発達途上にある中学生・高校生は人格形成の段階であ

るため早めの指導が重要であり、健康教育の視点が大切であると思

うが、指導の目標と進め方についてどう考えているか。 

③本質的な家庭の持つべき保護機能が脆弱化している。それでも、

学校に在籍していれば教員からの指導・支援が受けられるが、学校 



 

を（中退などで）離れてしまうと、もはや本人の理解者・支援者は

いなくなる。 

学校教育から離脱した、若者等への教育はどうするのか。また、 

その時に備えて、学校教育のなかで保健所や精神保健福祉センター、

福祉事務所、ハローワークといった地域の支援資源に関する情報を

提供することも必要である。これらを十分に知っていることこそが、

若者にとって最大のライフスキルであると思うがどうか。 

④町内に居住する全ての人々に、家族や地域から落伍しそうな弱者

の視点にたった啓発・教育が必要である。関係機関との連携を強め

町全体で取り組むべきだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















質 問 の 内 容 

１.暮らしの中の放射線被ばく 

日常の暮らしの中で、電磁波被曝について日本では、あまり取り出ささ

れておりませんが、福島原発事故を境に放射線被ばくが報道され、被災地

では子供達の甲状腺がん患者数が年々上昇しているとの報告がありま

す。国は、１ミリシーベルトから 10 ミリシーベルト迄大丈夫だといい、

基準値を上げ、「甲状腺がんとの因果関係はない」と報道しているが、果

たして、鵜呑みにして良いのだろうか？ 

放射線被ばくは、福島原発事故による放射線被ばくや医療機器による

医療被ばく、自然界から受ける自然被ばく等がありますが、中でも最も大

きな原因は、医療機器によるエックス線 CT の普及によるものです。一般

の人は「1 年間に 1 ミリシーベルト以下と線量限度が法律で定められてい

ます」が、CT 検査によって患者が受ける線量は、1 回あたり 6.9 ミリシー

ベルトであります。 

一般検診等で異常が見つかり、医療機関で CT 検査を受け異常が無いと

判断されても、放射線被ばくを受けることになります。異常が無かったと

言って安心は禁物です。被ばくしていますから、  

被ばくをすると、線量と受ける回数にもよりますが、内部被ばくによる

抹消血リンパ球の染色体異常や、癌の発症率が高いと報告されています。 

確率的影響の例では、複数回のＸ線検査による被ばくで、白血病又は癌

になる可能性がある。米国では、CT スキャンによる検査が年間 7000 万件

以上行われており、そのうちの 2 万 9000 件が将来的に CT 関連したがん

の発症を引き起こすと推定されている。なお、この確率的影響にはしきい

線量ではなく、被曝量に比例するとされる。  

日本に限らず、世界で医療被ばくが増えている最も大きな原因は、エッ

クス線 CT の普及によるものです。CT 検査数は、この 20 年間に 20 倍にな

っています。 

１．  一般検診を呼び掛ける一方で、医療被曝について、正しい理解が

出来るように指導をされているのか？  

２．  医療被ばくを受けた住民に対してどのような対応や指導をされ

ているのか？ 

３．  子供達の健康を鑑み、日頃から被ばく対策としてどのような対応

を講じられているのか？ 

 



２．新焼却炉建設計画の見直し！ 

平成 30 年 3 月 1 日に「多可町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」上

程され、最終日に可決されました。 

その中で、第 7 章 3 項 【計画の見直し】「本計画は、中間目標年度

である 2023（平成 35）年度に見直しを行います。また、関係法令の改

正、廃棄物を取り巻く環境の変化等、社会情勢に大きな変動があった場

合は、必要に応じて見直しを行うものとします。」とありますが、これ

はどのような事態を想定しているのか？ 

当初より「みどり園の稼働期限が限られている中で、１市１町の選択

肢しかない、」との答弁でした。 

みどり園設置場所は誰かの借地であるかのように思っていました

が、借地でなく施設の資産であります。焼却炉に関しましても昨年度よ

り加東市が抜け人口減等により現在 41ｔ/日であり、今後も人口が減少

する為に、1 炉で対応できる状況です。また、はやすクリーンセンター

に於きましても埋立て期間が 20 年間になっております。早急に 1 市 1

町で建設する必要はないのではないか？ 

 昨年 12 月の一般質問で「交付金の活用には不可欠でありますエネル

ギーの利活用の面でも、回収エネルギー利用が無ければなりません。そ

の為、経済性も十分考慮した上で、発電、場外余熱利用を含め、「最大

限エネルギー利用」を行うことを基本方針として検討を進める」と答弁

されました。具体的にどのような発電システムなのか？発電量が何キ

ロワットであるのか？余熱利用についても湖畔の廻りや、山林の中で

どのように利用されるのか？そのような施設に投じる金額は誰が負担

するのか？ 

また、発電や場外余熱利用に関しましても、焼却稼働が 24 時間体制

でなければ運営できません。25 年後推計で多可町人口が 1 万 3510 人に

減少、ゴミの量の推移が 41ｔ/日から 26ｔ/日に減量する。このような

人口減やごみ減少の推移の中で、24 時間体制が維持できなくなり、発

電も場外余熱利用も管理運営できなくなることが明白であります。  

 町長は、「4 市 1 町では収集運搬費の増大により 20 年間で 15 億円増

額が発生するために 1 市 1 町の方が良い」との事で選択肢されました。

その事を尊重し、100 歩譲って試算しました。「東大阪都市清掃施設組合

が運営する余熱利用設備の発電能力は最大で 1 万 5600Kw。2017 年度より電

力会社から 9 億円を売電収入があります。」 



この実例を 1 市 1 町に当てはめると、人口減によりゴミの量が減るために安

定的に 24 時間体制が取れていけなくなり、継続的な発電施設の稼働と大き

な発電設備が期待できない。 

４市１町で行った場合、人口が安定しているために、継続的な発電施

設の稼働と大型の発電設備が期待できます。ゴミ焼却 180ｔ/日で、最

大 7000 ㎾、年間 5 億 4000 万円の売電価格が発生する。20 年間で 108

億円の収入が見込まれ、事業費+運営費 388 億円の内約 28％（108 億円）

を賄うことが出来る。そのため 1 市 1 町の負担額より、（施設整備費・

運営費・収集運搬費を合わせて 15 億円増額負担であったものが）9 億

円の減額負担になります。 

試算の結果、1 市 1 町より、4 市 1 町の方が 9 億円減額負担になる。 

これらを鑑み検討しますと、4 市１町の選択がより住民コストの軽減

につながる。 

コロナの流行により、国が 110 兆円規模の特別予算を組み経済の歯止

めに手をこまねいているが、今後多可町でもの経済や人口減が大きく衰

退する可能性のある中、財政的にも計画の見直しを行うべきであると考

える。４市１町も視野に入れながら新ごみ処理施設整備事業に取り組む

べきではないか。町長の所見を求む。 

【参考図】 

西脇・多可の広域施設試算について（令和元年 10 月）作成 

    設備 運営費   

  事業費 +運営費  西脇多可実質  

負担額  ①  

収集運搬費  

 ②  

西脇多可実質負担額  

（収集運搬含む）① +②  

1 市 1 町  西脇多可試算  155 103 33 136 

 クリーンセンター  

試算  

241 

 

176 

 

33 209 

4 市 1 町  西脇多可試算  388 83 68 151 

 クリーンセンター  

試算  

368 77 68 145 

 発電・余熱利用をした場合の 西脇・多可の広域施設試算 

1 市 1 町  西脇多可試算  155 103 33 136 

4 市 1 町  西脇多可試算  388 83 68 151 

4 市 1 町  発電・余熱利用試算  280 59 68 127 

   ▲44 35 ▲9 





質 問 の 内 容 
１ 播磨看護専門学校 

 播磨看護専門学校を廃止して、民間の医療系専門学校へ移管する提案が小野

市からあり、検討していたが、地域医療を支える人材確保のため存続を求める

意見が多く白紙になった。しかし、兵庫県の北播磨県民局管内の看護師の状況

は平成２６年調査では、兵庫県５０９１６人（人口１０万人９２２．８人）北

播磨２８９５人（人口１０万人１０６８．９人）県より１６６．１人多い状況

です。准看護士では県１１０１６人（人口１０万人１９９．６人）。 

北播磨７４０人（人口１０万人２７３・２人）県より７７．６人多い状況です。 

 県より総計２４３．７人多い状況です。これも播磨看護専門学校の生徒の負

担が軽減されている大きな理由です。県内でも平均以上の看護師が配置されて

います。コロナの影響で税収の大幅減少で財政が持たなくなります。すべての

財政支出をゼロから査定しなければ予算が組めません。今後３市１町の負担増

は考えられません。各自治体の財政負担を大幅に削減することになります。  

蛇足ですが、看護師よりも医師の数が全国県よりも少ない状況です。  

医師確保のために医師確保助成制度を作る方が上です  

平成２６年北播磨５４４人で、人口１０万人１９６人です。県１２８６２人  

（人口１０万人２３２．１人）、３６．１人少ない状況です。医療体制の充実

体制は看護師に助成するよりも医師確保に助成するほうが地域高度医療体制

の充実になります。看護師資料は兵庫県（平成２８年看護師当業務従事者届の

集計） 

医師数資料は厚生労働省「平成２６年医師、歯科医師、薬剤師調査」  

 

３ ごみ焼却炉建設後の運搬費  

多可町は西脇市と仲良くしてゴミも１市１町でして、その処分場も多可町に

設置して西脇市に恩を売って、西脇病院で多可町民は見てもらうようにしてお

く。この考え方も正しいようにも見えますが違います。たよりの西脇病院が崩

壊したら、どうするのですか。の理論になります。できるだけ枠が大きいほど

受け入れも当然に大きくなるのは自然の摂理です。町より市、市より県、県よ

り国が良い。当たり前の理論です。医療レベルも高い質の医師の確保もできま

す。長いものに巻かれるのが必ずしも良いとは言えませんが、十中八九は枠が

大きいほど余裕があります。今コロナ禍で東京都の真似を全国の自治体が出来

ないのと同じです。 

なので、西脇市の住民、議会が、ごみ処理の１市１町に疑問を持たないのか？ 



西脇市の場合は、多可町へ搬入するのも、小野市に搬入するのも、そんなに

時間差はないと思います。それなら、単純に考えても、これからの少子化高齢

化、人口減少を考慮すると、より広域行政に参加する。否、すべき発想が、な

ぜ、住民、議員に生まれてこないのか。ようするに西脇市もゴミ処理の住民説

明は、全く出来ていないのでないか。 

こう考えますとごみ処理の１市１町には、弱点が見えてきます。議論されて

いるゴミ施設の事業は、何が本当に正解なのか。出されたものもアバウトで事

務屋の数字です。きっちり実施計画を組んだものではありません。これは１市

１町だろうが４市１町だろうが同じで、今は、ただ机上の議論の段階です。そ

ういうことを真摯に考えるとゴミ処理は文句なしに、コロナ禍で確実に悪化す

る財政状況を考えると原点に立ち返り、真摯に考え直して、文句なしに、より

広域行政範囲で考えるべきは当然の大事業です。 

我々議員も西脇市議員に１市１町でのゴミ処理施設がいかに愚かで住民の

負担増をもたらすものであると訴えていきましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





質 問  の 内 容

1 . 公共施設撤去費用の基金積立てをすべき

昨年の12月議会で提案された令和元年度一 般会計補正予算で八千代区にあ

る林泉荘の撤去費用の1,962万円が計上され可決されました。 これの財源は公 

共施設等適正管理推進事業債という起債で賄うというものでした。 この起債は

充当率90%で後年度の交付税措置はないという説明でした。財源が交付税措置 

がない起債であることには納得できない提案でしたが林泉荘の撤去自体には

異論がなく、 早急の撤去が必要と思い補正予算案には賛成をしました。

今後も公共施設再配置計画に基づき、既存施設の撤去が進められること
’
とな

ります。施設の解体・撤去費用の財源について町・の考え方を正したいと思いま 

す。

今回のように長年利用してきた施設は撤去時点までの住民の方々が施設の 

便益を得てきています。撤去時点以降の住民には何の便益もない施設です。 世

代問の公平性の観点からすると、 交付税措置がない起債を起こし借金を次世代 

に回すことは果たして良い方法でしょうか。 このような撤去費用は今までの予 

算から積み立ててきた公共施設整備基金を充当するべきではないでしょうか。 

今後も多くの公共施設の撤去が出てくると思いますが、それらを見越Lて撤去 

費用を基金積み立てする必要があると思います。 一昨年、 新庁舎が開庁しまし 

たが、 この施設も何十年かすると撤去という現実があります。 未来 ．の世帯にツ

ケを回さない政策が必要です。
全ての公共施設についての撤去を見据えた基金積み立てが必要と思います

が、 町長の答弁を求めます。

2. 町有財産の賃貸料は適正な価格となっているのか

多可町では近年公共施設の再配置計画が進められる中で、 用途廃止施設や指

定管理施設への賃貸や譲渡が進められています。 これ自体は目的外となった公

共施設の有効利用や自主財源確保という面から、 今後も積極的に取り組まなく

てはならないと考えます。

多可町町有財産条例の第10条では、 「 普通財産の貸付に対しては、 相当の貸

付料を徴収する。 ただし、公用若しくは公共用に供する場合又は町長が特に必





p·.般質：開遜密書；
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質問の項目及び要旨

【第9 8固定例会】

受 領 日 ｜番号

令和 2 年 6 月之日 ι 

午前 ・ ⑫内〆分｜／
答弁を求める者

1 .アフタ ー コロナの災害時の避難対応について 狩長

新型コロナウイルスの不安が続く中、避難所の「密集・密接・密閉Jの3密
をどの様に無くして避難所の開設をするのかお尋ねしますロ

大雨・地震によって避難所の開設についての新型コロナウイルスの対応策と
して準備状況を検討しているか説明ください。

2.地域商社の目的と事業展開について 町長

今年度から開始される地域おこし協力隊の1分野として、会社を設立して多可
町の地域の農産物・特産品・播州織製品・杉原紙などを取り扱うことになると
考えますが、今後の計画と経営の方向性と同時に収支の目標を含めてどの様に
考えられているかお尋ねします。

3・第2期多可町総合戦略で2 0年先の活力ある多可町｜械
を目指して
前定例議会に第2期多可町総合戦略が提出されました。今後の人口減少傾向の
改善のために若者世代の人口流出を食い止めることが肝心であり、①住事の確
保と新規工場誘致の施策が必要であり、②民間住宅アパートの誘致促進、③お
買い物先などの物販事業者の選択肢の増加が大切であります、④公共交通網の
拡充をして、町内の移動手段の整備で活性化を図るべきでありますが今後の計
画を尋ねます。



質 問 の 内 容 
１．新型コロナウイルスの不安が続く中梅雨の末期及び台風シーズンに避難勧

告などを発令し、避難所の「密集・密接・密閉」の３密をどの様に対処して避

難所の開設をするのかお尋ねします。そして、大雨・地震によって避難所の開

設についての新型コロナウイルスの対応策の具体的な計画と準備の状況を説

明ください。 

２．今年度から開始される地域おこし協力隊の１分野として、地域商社として

多可町の地域の農産物・特産品・播州織製品・杉原紙などの商品を取り扱うこ

とになると考えますが、今後の計画と経営の方向性及び計上収支の目標を含め

てどの様に考えられているかお尋ねします。  

 そして、ふるさと納税の業務を委託するようですが、今後のふるさと納税の

目標額と商品開発を、どの様にしていくのかお尋ねします。 

３．前定例議会に第２期多可町総合戦略が提出されました。今後の多可町の人

口減少傾向の改善のためには、若者世代のうち特に２０代の人口流出を食い止

めることが肝心であります。そこで、次の事項が大切であります。①仕事の確

保として企業の育成と新たな工業の転入ができるようにして、新たな工場誘致

のために工業団地の実現を図り、町の財政力の財政基盤の向上を図るべきであ

ります、②多可町への転入者や分世帯の住民のために民間住宅アパートの誘致

促進が必要であります、③お買い物先の選択肢の拡充が大切でありスーパーマ 

ーケット、ドラグストアー、商店事業者の育成策拡充が必要であります、④と

して公共交通網の拡充として定期バス路線の利用向上をして、安定したバス利

用者の定着をすべきであります。そして以上の課題を計画して、次の多可町の

町内の活性化を図り、明るい街多可町、活気のある街多可町を推進すべきであ

りますが今後の計画をお尋ねます。 













質 問 の 内 容 
難局を共に乗り切ろう  

この度の新型コロナウイルスに感染された方々に心よりお見舞いと、早期回

復をお祈り申し上げます。  

さて 4 月 7 日に 7 都府県に新型コロナウイルス「緊急事態宣言」が発令され

てから 5 月 25 日に全面解除されるまでの約 50 日間、特に接触機会の 8 割削

減、府県域を越えた移動の自粛など「３密」を避けることを求められました。

これまで経験したことのない事態に住民みんなが今もなお不安な生活を余儀

なくされています。  

事業者を例にとっても企業対企業の取引が主流である製造業は、世界経済や

国内経済の影響を受ける中、「部品が届かない、受注が減った」など事業の縮小

に追い込まれ、そこに勤務する雇用者にも給料に影響が出ています。また、休

業をしている会社もあると聞いています。現在、国や県の施策を有効に活用さ

れていますが今後、困窮している事業者に対し踏み込んだ金融支援や給付支援

等を検討するべきと考えます。  

一方、一般消費者向けの業種である飲食・小売り・サービス業等では、外出

の自粛などにより売り上げが低迷し、テイクアウト事業やネット販売を中心に

この危機を乗り切ろうと必死で頑張っておられます。  

緊急事態宣言が解除されたとは言え感染に対する恐怖は当分消えず、新型コ

ロナ対策は第 2、第３の波に備えるため生活スタイルも見直され新しい段階に

入ります。落ち込んだ消費を回復するにはまだまだ時間がかかると推測しま

す。町としても一層の消費回復・拡大に向けて引き続き追加の支援施策を検討

するべきと考えます。  

また、５月 22 日と 23 日には町長が防災行政無線等を通じて、新型コロナウ

イルス対策を住民に発信されました。最後に難局が一日でも早く収束し、平穏

な日常生活が戻るよう、共に力を合わせて乗り越えていきましょうと結ばれま

した。そんな中、厳しい環境に置かれているのにもかかわらず多くの地元事業

者さんから緊急に必要な物品が寄贈されました。また、職員も孤軍奮闘で相談

窓口対応、そしてどこよりも早く給付金を住民に届けて頂き感謝の声も聴いて

います。しかし、これからが大きな山場を迎えます。  

そこで、議員は勿論のこと役場職員にも更なる協力を求めたいのが、コロナ

終息後に使用する「招福多可応援符」や消費が急激に減少している「山田錦の

お酒」などの購入です。より一層町長から推進していただき、この危機を乗り

越える一歩にしたいと考えます。町長の見解を求めます。  

 









も妥当ではないと考えています。 また、法定外繰り入れを解消するよう指導も厳しく

なっていて、 それも難しく感じる中、岩手県宮古市ではI市町におまかせ」という項

目のふるさと納税を財源に、 子どもの均等割り課税額を免除しています。 なぜそんな

にあっさりと法定外繰り入れに踏み切れるのか不思議に思いました。

そこで、 調べてみて分かったのが「保険税率を引き下げる目的の一 般会計からの繰 

り入札」は法定外繰り入れですが、 「 子育て支援策としての繰り入れ」は法定外には 

当たらず、 単に 一 般会計繰り入れとする兵庫県の見解があります。岩手県が同じかど 

うか分かりませんが、 そんな考えに基づいての施策なのかもしれません。

高校卒業までの国保税負担を0にすることは、社保の世帯との子育て負担格差を埋

め合わせることになり、 まさに「子育てするなら多可町で」と言うにふさわしい支援 
ではないでしょうか。 ちなみに0歳から 18 歳までの被保険者数を約 300 人として、 

均等割りと支援分を合わせて 1 人年間 32,800 円ですから、減免分を差し引かず多め

に見積もっても全部で 9,840, 000 円ですo＇少子化が進み前回の質問時期より金額は減 

りました。また、 コ ロナ禍で打撃を受けたのは個人事業主や非正規雇用の国保被保険

者ではないでしょうか？

住民の暮らし向きを身近で感じて、必要なことをそのまち独自でやるのが地方分権

の精神！多可町としてできることをもっと積極的に打っていくべき時だと思います。

独自の支援制度を作ることと同時に、 全国市長会や知事会と共に、 子どもに係る均等 

割保険料軽減措置の導入を引き続き国へ要望することも・ 重要だと考えます。

最後に、 6月から再開された学校についてご質問します。

1学期が大幅にずれ込み、 カリキュラムをどのようにこなしていくのかと考えただ

けで、 現場ではご苦労があるだろうなと察するのですが、緊急事態宣言が解除された

今も感染予防の観点での取り組みも避けることはできず、混乱があるのではと想像し

ています。

体育祭、 文化祭、 トライやるウィ ー 夕、 修学旅行・・行事の準備にもたくさんのエ

ネルギ ー がいることでしょう。

さて、 今まで経験したことのない状況ですが、 子たちを実際にそばで見ている保護

者のみなさん、学校の先生たちからどのように現状報告や意見をとっているのかを教

えていただきたいと思います。

どんなことが困っているのか、 どうすることが望ましいのか ・ ・ 出てきた意見や要

望をどのように現場に反映しているのかも教えてください。
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